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公益財団法人友愛健康医学センター行動計画 

 

 

 

 

１ 計画期間 2025年４月１日～2028年３月31日 

 

２ 内容 

  (1) 目標  こどもの看護等のための休暇について、始業の時刻から連続せず、 

        かつ、終業の時刻まで連続しない１時間単位での取得を認める 

        時間有給休暇制度の導入。 

 

  (2) 対策 

    2025年４月 現状分析 

    2025年６月 従業員へのヒアリング 

        2025年10月 実施内容について検討 

    2026年４月 制度を導入 

    2026年４月 制度について従業員に周知 

     2028年３月 制度を評価 

 


